
 

 

 
 

■ 令和６年９月奥能登豪雨における DMATの対応 

国立健康危機管理研究機構 危機管理・運営局 DMAT事務局 次長 近藤 久禎 

 

１ 日本 DMATの成り立ちと活動の実際 

国の災害医療体制の中核を担う災害派遣医療チーム（DMAT）は、平成７年の阪神・淡路

大震災における医療対応の課題を教訓として制度化され、災害発生直後の急性期（概ね48

時間内）から被災地等において機動的な医療支援を行うことを目的に整備されたチームで

す。医師、看護師、業務調整員で構成され、全国共通の訓練と基準に基づき、都道府県単

位で登録・運用されています。とりわけ近年は、大規模災害の頻発化と長期化を背景に、

災害時の医療提供体制を支える役割が中心となっています。（図４） 

 

 

 

図４ 災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣の流れ1） 

 

２ 令和６年９月奥能登豪雨における DMAT活動 

令和６年９月20日からの豪雨は、能登半島地震からの復旧過程にあった奥能登地域に再

度甚大な影響を及ぼしました。本災害に対し、石川県 DMATおよび DMAT事務局は９月21日

から10月６日までの期間にわたり、延べ97チームが活動に従事しました。石川県庁内に DMAT

調整本部を設置するとともに、輪島市役所内に設置された保健医療福祉調整本部において

 

 

 
 

医療ニーズの集約と調整体制を構築しました。 

本災害における DMAT活動の特徴は、「被災地域内の行政・医療機関・施設の職員の士気

低下を防ぐ支援」を重要方針とした点にあります。輪島市および珠洲市において、医療機

関職員や保健・福祉従事者を対象とした業務支援を実施し、業務負担の軽減と心理的負担

の緩和に努めました。現場では職員の困りごとの聞き取りや業務環境の確認を通じ、継続

勤務が可能となる体制維持を支援しました。 

（１）医療支援としては、緊急医療アクセスの確保を目的とした搬送調整を実施し、孤

立集落における透析患者および在宅酸素患者の確認と医療搬送を行いました。通信環境の

制約により情報収集に一定の時間を要しましたが、目標とした３日以内の対応を完了し、

防ぎ得る死亡の発生は確認されませんでした。 

（２）病院支援としては、被災医療機関の状況評価と給水支援を実施し、診療継続に必

要な環境確保を図りました。 
（３）社会福祉施設においては、発災直後の緊急避難は発生しませんでしたが、安全管

理上の判断による計画的な避難対応が一部施設で実施され、DMATは巡回型支援を行うなど、

安全確認および必要に応じた避難調整を実施しました。 

（４）その他、プライマリケア体制についても、診療所の再開状況を確認し、地域医療

の早期回復に寄与し、孤立集落においては、要医療者の把握と調整を行い、医療空白の発

生防止に努めました。 

以上の対応を通じ、DMATは急性期医療のみならず、被災地医療体制の維持と被災地域内

の行政・医療機関・施設の職員支援の両面において重要な役割を果たしました。 

一方、今後は、医療従事者や行政職員への継続的支援体制構築、福祉施設への人的支援

の調整強化、二次避難の抑制と地域内支援のさらなる充実が挙げられます。復旧・復興期

においても、DMATの知見を活かした持続的支援体制の確立が求められます。 
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■ 令和６年９月20日からの大雨（奥能登豪雨）における DPAT活動 

DPAT事務局 次長 五明 佐也香 

 

１ DPATの成り立ち 

災害派遣精神医療チーム（DPAT：Disaster Psychiatric Assistance Team）は、東日本

大震災の際、被災県より厚生労働省に対して災害対策基本法に基づく派遣斡旋の要請を受

けて活動した「こころのケアチーム」の活動を踏まえて設立されました。（図５） 
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その活動後の振り返りにおいて、「急性期支援の必要性」「統括の必要性」「平時の準備の

必要性」といった課題が挙げられました。具体的には、致命的な被害を受けた精神科医療

機関が孤立し、機能停止した精神科病院からの患者搬送が必要でしたが、発災後の超急性

期に被災地支援に入れたチームは少数であったため、人員や物資等の支援に困難が生じま

した。また、急性期に精神科医療機関や避難所等における精神保健医療福祉に関するニー

ズを把握することが難しく、効率的な活動の組立に困難が生じ、指揮命令系統、組織間連

携が不足しました。改めて、メンタルヘルスケアにおいては、災害直後から中長期にわた

り切れ目なく被災地で精神科医療を提供すること、被災地自治体へ引き継ぐことが重要で

あることが認識されました。これらを受け、平成 25年４月１日、厚生労働省は DPATの名

称や定義を定め、日本 DPAT（当時は、DPAT先遣隊）の養成が開始されました。 

 

 
 

図５ 災害派遣精神医療チーム（DPAT）の派遣の流れ1） 

 

２ 令和６年９月20日からの大雨（奥能登豪雨）での対応  

令和６年能登半島地震の爪痕が大きく残っている９月21日、石川県に線状降水帯が発生

し、輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報が発表されました。DPATは迅速に石川県庁内

に調整本部を立ち上げ、県内の精神保健医療福祉ニーズの情報収集を開始しましたが、当

該地域の精神科医療機関は少なく、被災はほとんどありませんでした。 
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２ 令和６年９月20日からの大雨（奥能登豪雨）での対応  

令和６年能登半島地震の爪痕が大きく残っている９月21日、石川県に線状降水帯が発生

し、輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報が発表されました。DPATは迅速に石川県庁内

に調整本部を立ち上げ、県内の精神保健医療福祉ニーズの情報収集を開始しましたが、当

該地域の精神科医療機関は少なく、被災はほとんどありませんでした。 

 

 

 
 

同月23日、石川県 DMAT調整本部より輪島市役所職員・施設職員に対する支援者支援の依

頼がありました。また、能登町保健師より避難所の避難者診察依頼があり、石川 DPATが派

遣され、輪島市内で活動を開始しました。輪島市役所内において、DMAT、市町職員や保健

師、その他の医療支援チームや支援団体との合同会議が連日行われ、その合同会議の中で

精神保健医療福祉ニーズを覚知し、それらに対する活動を行いました。並行して、当該地

域避難所や仮設住宅を巡回し、診察やヒアリングを行うと共に、支援する立場にある市町

の行政職員に対する支援も行いました。 

ようやく復興に向けて動き出した矢先に被災した被災者の心的負担は、想像に余りある

ものがあり、時に易怒的となり、時に悲嘆に暮れ、支援を拒否する姿も多くありました。

また、自身も被災している中で支援を行う行政職員の負担は極めて大きく、例えば被災者

と支援者の間で感情的なやり取りが発生するなど、被災者との関わり方についても課題が

多く見られました。医療はもとより、保健や福祉のニーズは多く、活動の終結を結論づけ

ることは非常に困難でした。 

連日の活動から週に二度の活動へと移行し、DPATは10月30日で活動を終えました。そ 

の後、石川県こころのケアセンターに繋がれ、現在も支援活動は続いています。 
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■ 災害支援ナースの取り組みについて(令和６年奥能登豪雨の事例から) 

石川県 健康福祉部地域医療政策課  

 厚生労働省 医政局看護課 

 

１ 災害支援ナースとは、 

災害支援ナースは、被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を

提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えることを行う看護職員のことで

す。厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に

登録された者の総称です。令和６年度までに約８千人が養成研修を修了しています。 

災害支援ナースは、都道府県と災害支援ナースが所属する施設（病院、診療所、訪問看

護事業所、助産所や都道府県看護協会等）との間で締結した災害支援ナースの派遣に関す

る協定に基づき、派遣されます。（図６） 
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